
 

■平成２５年度 地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について 

 

平成 25年度 地域公共交通確保維持改善事業の事業評価については、平成 25 年 3 月 27
日に実施した平成２４年度第２回飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会にて「承認」

された事項であるが、国の「地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価実施細目」

の変更に伴い、評価手法等が変更になったことから、「中部運輸局における平成 25 年度地

域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価（第 2 回）の実施方針」（H25.12.2）が定め

られた。 
これにより、前回提出とは異なる「評価対象期間」となったため、変更点を含めて再度

報告する。 
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平成25年度 平成26年度 平成27年度

平成25年度 平成26年度 平成27年度

現在

法定協議会の
事業年度
（4～3）

補助金の
事業年度
（10～9）

H25.3
協議会で
H25年度の
自己評価
議決済み
・

国提出済み

H26.3
協議会で

H25年度の
自己評価
確認

H27.1
協議会で

H26年度の
自己評価
議決
・

国提出

H25.5
第三者
評価

H27.2
第三者
評価

平成24年度

H25.6
協議会で

H26年度の
NT計画
議決
国提出

H26.6
協議会で

H27年度の
NT計画
議決

H25年度の
評価実施方
針により
実施

H25.12
評価実施方
針の見直し
（指導）

H26分を
対応予定

補助金の
申請手続き

（NT計画提出）

事業の
評価手続き


